
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
三
号
　
　
令
和
四
年
六
月
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
四
九

山
梨
県
公
報

第
二
百
九
十
三
号

令
和
四
年六

月
十
六
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

三
四
九

○
道
路
の
供
用
開
始	

三
五
〇

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出	

三
五
〇

○
公
共
測
量
の
実
施	

三
五
〇

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
五
〇

選
挙
管
理
委
員
会

○
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

三
五
一

　
を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

三
五
一

　
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数	

三
五
一

教
育
委
員
会

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
（
二
件
）	

三
五
一

人
事
委
員
会

○
令
和
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	
三
五
二

　
験
及
び
小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

○
障
害
者
を
対
象
と
し
た
令
和
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
に
つ
い
て	

三
五
八

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

中
央
市
一
町
畑
字
西
之
神
一
三
八
番
一
地
先
か
ら

中
央
市
一
町
畑
字
川
久
保
四
九
番
二
地
先
ま
で

旧

七
・
二
～

　
　
　
　
九
・
一
　
　
五
四
・
八

新

七
・
六
～

　
　
　
二
一
・
六
　
　
五
四
・
八

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
七
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
百
三
十
九
号

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
賑
岡
町
岩
殿
字
舟
久
保
六
七
番
三
地
先
か

ら大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
字
新
宮
一
九
二
五
番
一
地
先

ま
で

旧

八
・
五
～

　
　
　
四
四
・
三
　
四
〇
〇
・
〇

新

一
〇
・
三
～

　
　
　
七
九
・
〇

　
四
〇
〇
・
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
三
号
　
　
令
和
四
年
六
月
十
六
日

三
五
〇

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
四
年
六
月
一
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
十
月
十
七
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
吉
田
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

二
　
測
量
の
地
域
　
富
士
吉
田
市
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
四
年
六
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
字
見
通
道
下

千
四
十
八
番
一
の
一
部
、
千
五
十
番
一
の
一
部
及
び
千
五
十
番
五
の
一
部
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号
　
株
式
会

社
大
崎
　
代
表
取
締
役
　
武
田
　
一
衛

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
未
定

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号
　

外
十
者

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
七
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

都
留
道
志
線

都
留
市
大
野
字
西
指
三
四
一
三
番
一

地
先
か
ら

都
留
市
大
野
字
西
指
三
四
一
四
番
一

地
先
ま
で

　
　
二
一
・
八

令
和
四
年
六

月
十
六
日

公
　
　
　
告

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
オ
ギ
ノ
リ
バ
ー
シ
テ
ィ
店
　
山
梨
県
中
央
市
山
之
神

字
立
川
千
百
二
十
二
番
地
三
十
二
外

2
　
変
更
し
た
事
項
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
賑
岡
町
岩
殿
字
舟
久
保
六
七
番
三
地
先
か

ら大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
字
新
宮
一
九
二
五
番
一
地
先

ま
で

旧

八
・
五
～

　
　
　
四
四
・
三
　
四
〇
〇
・
〇

新

一
〇
・
三
～

　
　
　
七
九
・
〇

　
四
〇
〇
・
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
三
号
　
　
令
和
四
年
六
月
十
六
日

三
五
一

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

選
挙
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
分
の
一
の
数

西
八
代
郡
・
南
巨
摩
郡
　
　
　
　
　
一
四
、
一
六
八

中
巨
摩
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
四
三
八

南
都
留
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
九
四
八

甲
府
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
、
六
三
二

富
士
吉
田
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
、
四
九
九

都
留
市
・
西
桂
町
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
五
四
四

山
梨
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
六
三
五

大
月
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
、
七
四
〇

韮
崎
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
〇
九
一

南
ア
ル
プ
ス
市
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
、
七
四
七

北
杜
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
、
四
〇
三

甲
斐
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
、
八
八
一

笛
吹
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
、
一
四
二

上
野
原
市
・
北
都
留
郡
　
　
　
　
　
　
六
、
九
一
三

甲
州
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
七
六
二

中
央
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
一
八
四

教
育
委
員
会

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

所
　
長
　
　
篠
　
　
原
　
　
　
　
　
健

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等

㈠
　
名
称
　
教
育
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
サ
ー
バ
及
び
シ
ス
テ
ム
等

㈡
　
数
量
　
一
式

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

一
三
、
七
二
四

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

一
八
一
、
〇
二
八

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会

議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日
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よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
四
年
四
月
二
十
一
日

人
事
委
員
会

◉
　
令
和
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小

中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

令
和
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小
中

学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
信
　
　
田
　
　
恵
　
　
三

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
成
田
一
四
五
六
番
地

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
六
月
一
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
N
T
T
・
T
C
リ
ー
ス
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
番
七
十
号
品
川
シ
ー
ズ
ン
テ
ラ
ス
十
三
階

五
　
落
札
金
額
　
七
千
二
百
五
十
九
万
三
千
四
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
四
年
四
月
二
十
一
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

所
　
長
　
　
篠
　
　
原
　
　
　
　
　
健

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等

㈠
　
名
称
　
教
育
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
機
器
等

㈡
　
数
量
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
成
田
一
四
五
六
番
地

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
六
月
一
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
N
T
T
・
T
C
リ
ー
ス
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
番
七
十
号
品
川
シ
ー
ズ
ン
テ
ラ
ス
十
三
階

五
　
落
札
金
額
　
一
億
九
千
六
百
八
十
七
万
千
四
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
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 １ 試験職種及び採用予定人員等                                                           
 

試 験 区 分 試 験 

職 種 
採用予定 
人  員 職  務  内  容 

高校卒業程度 

行 政 ２名程度 県の各機関に勤務し、一般行政事務に従事する。 

警  察 

行  政 
４名程度 県警察の各機関に勤務し、警察行政事務に従事する。 

土 木 １名程度 主に道路、河川、都市計画等の事業に関する企画、

設計、施工管理等の業務に従事する。 

農 業 

土 木 
２名程度 主に農業農村整備事業に関する企画、設計、施工管

理等の業務に従事する。 

電 気 １名程度 
主に発電所、県有施設等の電気設備に関する企

画、設計、施工管理、保守管理等の業務に従事す

る。 

資格免許職職員 作 業 

療法士 
１名程度 あけぼの医療福祉センター等に勤務し、作業療法に

関する専門的業務に従事する。 

小 中 学 校 
事 務 職 員 

学 校 

事 務 
９名程度 県内の公立小中学校に勤務し、学校事務に従事す

る。 

※ 採用予定人員は、変更になる場合がある。 
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 ２ 受験資格                                                                               
  (1) 受験できる者 

試験区分  試験職種            年齢・資格・免許 

高 校 卒 業 

程   度 

行  政 

平成１３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者 

警察行政 

土    木 

農業土木 

 電  気 

資格免許職 
職   員 

作  業 
療 法 士 

平成５年４月２日以後に生まれた者で、作業療法士の免許取得

者又は令和５年において最初に実施される作業療法士国家試験

により、免許取得見込みの者 

小 中 学 校

事 務 職 員 

 
学校事務 

  
平成５年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者 

 

  (2) 次のいずれかに該当する者は、受験できないものとする。 
    ア  日本国籍を有しない者（作業療法士は除く。） 
    イ  地方公務員法第１６条に該当する者(以下のいずれかに該当する者) 
     ・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

      ・ 山梨県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
      ・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その 

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

     ※ 作業療法士のうち、日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思形成への

参画に携わる職以外の職に任用される。 
 

 ３ 試験案内の配布及び受付期間・時間 
  (1) 試験案内配布開始日  
     令和４年７月１日（金） 
 
  (2) 受付期間  
     インターネットによる申込 

・ 令和４年８月５日（金）から令和４年８月２６日（金）まで 

・ 令和４年８月２６日（金）は午後５時１５分までに受信したものに限り受け付ける。 

 

  (3) 受付時間  
期間中常時受付 
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 ４ 試験日及び試験会場 

区   分  試 験 日  試 験 会 場 

第１次試験 

  
令和４年９月２５日（日） 

 (受付時間) 
  午前８時３０分から午前９時まで 
 

山梨県立大学 池田キャンパス 

 （甲府市池田一丁目６－１） 

 

 

第２次試験 
 

 
 

 

令和４年１０月１６日（日） 

（適性検査、作文試験） 
 

山梨学院大学 

（甲府市酒折二丁目４－５） 

 

令和４年１１月５日（土）～ 

令和４年１１月６日（日） 

 のうち指定する１日（個別面接） 

 

山梨県庁防災新館 

（甲府市丸の内一丁目６－１） 

 

※ 試験日及び試験会場は、変更になる場合がある。 
※ 変更する場合は、山梨県／職員採用サイトで公表する。 
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 ５ 試験方法 

区
分 試験種目 配点 内 容 

第
１
次
試
験 

教養試験 
【試験時間120分】 

土木・ 

農業土木・ 

電気 以外 

40点 

公務員として必要な一般的知識及び知能について、高校卒業程度

及び学校事務職員については高等学校卒業程度、資格免許職職員に

ついては短期大学卒業程度の五肢選択式による筆記試験を行う。 

出題数は５０題とする。 

【出題分野】 

社会科学、人文科学、自然科学、文章理解、判断推理、数的

推理、資料解釈 

土木・ 

農業土木・ 

電気 

20点 

専門試験 
（土木・農業土木・

 電気のみ）  

【試験時間120分】 

20点 

 
各試験職種に応じた専門的知識、能力等について、五肢選択式に

よる高等学校卒業程度の筆記試験を行う（土木・農業土木・電気の
み）。 
出題数は４０題とする。 

【出題分野（土木）】 

数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理

学、土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学、土木施

工 

【出題分野（農業土木）】 

農業土木設計、水循環、測量、農業土木施工、農業に関する基

礎（農業と環境、農業情報処理等） 

【出題分野（電気）】 

  数学・物理・情報技術基礎、電気基礎、電気機器・電力技術・

電子計測制御、電子技術・電子回路・通信技術・電子情報技術 

 

第
２
次
試
験 

人物試験 60点 

公務員として職務遂行に必要な素質及び適性を有するかどうか

について適性検査を行う。 

表現力、積極性、創造性等について個別面接（２回）を行う。 

作文試験 

【試験時間60分】 20点 
文章による表現力、構成力等について記述式による試験を行

う。 

資格調査 受験資格の有無、申込書記載事項の真否について調査を行う。 

※ 第１次試験合格者は、教養試験の得点（土木・農業土木・電気の場合は、教養試験及び専門

試験の合計得点）の高い順、最終合格者は、第１次試験、第２次試験の合計得点の高い順に決

定する。ただし、次の表に掲げる基準に該当する場合は、合計得点が高くても不合格となるこ

とがある。 
区   分 試験種目 基    準 

第１次試験 
教養試験 得点が配点の３割未満の場合 

専門試験 
（土木・農業土木・電気のみ） 

得点が配点の３割未満の場合 

  なお、他の試験種目にもそれぞれ一定の基準があり、一つでも基準に該当する場合は、合計

得点が高くても不合格となることがある。 

※ 最終合格者を決定する際、最終合格ラインに得点が同点の者がいた場合には、第２次試験・

人物試験の得点により合格者を決定し、なおも同点の場合は、第１次試験の得点により合格者

を決定する。 
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６ 合格者の発表 
  (1) 合格発表日 
    ア 第１次試験合格者発表  令和４年１０月 ７日（金） 
    イ  最 終 合 格 者 発 表  令和４年１１月１４日（月） 

 

    (2) 合格発表の方法等    
     各試験の合格発表は、県庁の掲示板に合格者の受験番号を掲示するとともに、合格者 

には書面で通知する。また、合格者の受験番号は、山梨県ホームページにも掲載する。 
 
 ７ 給与 

   採用試験に合格し採用される者の初任給（地域手当を含む。）は、高校卒業程度及び小中

学校事務職員の場合約１６０，３００円、資格免許職（作業療法士）の場合約１９１，２０

０円である（令和４年４月１日現在）。 

   初任給は、学歴その他採用前の経歴により一定の基準で加算される。 
なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによる。 

   このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等が支給要件に応じて支給さ

れる。 
 
 ８ その他        
   (1) 資格・免許を必要とする試験職種にあっては、所定の期日までに資格・免許を取得でき 

ない者は、採用候補者名簿から削除する。 

 

(2) 教養試験及び専門試験の例題及び正答番号並びに作文試験の課題の出題例は、山梨県ホ

ームページに掲載するとともに、山梨県県民情報センターで閲覧等の用に供するものと

する。 
 
(3) 受験の際には、「令和４年度山梨県職員採用試験（高校卒業程度）、資格免許職職員採用

試験及び公立小中学校事務職員採用試験案内」で詳細について必ず確認すること。 
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